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電気事業法（１）
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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電気事業法（２）
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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電気事業法（３）
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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高圧受電設備（１）
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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高圧受電設備（２）
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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高圧受電設備（３）
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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電気設備技術基準
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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その他関連法令
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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特殊場所・特殊機器
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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発電関連
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。

（電技第44条）
発電機、燃料電池、蓄電池は、異常時に自動的にこれらを電路から遮断する装置を施
設しなければならない。

特別高圧の変圧器または調相設備は、異常時に自動的にこれらを電路から遮断する装
置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

（電技第4５条）
発電機、変圧器、調相設備並びに母線及びこれを支持するがいしは、短絡電流により
生じる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。

水車または風車に接続する発電機の回転する部分は、負荷を遮断した場合に起こる速
度に対し、耐えるものでなければならない。

蒸気タービン、ガスタービン又は内燃機関に接する発電機の回転部分は、非常調速装
置及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し、耐えるものでなければな
らない。

以下の異常が生じた場合、発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設しなければならな
い。
①発電機に過電流が生じた場合

②500ｋVA以上の発電機を駆動する水車の油圧装置の油圧または電動式制御の電源電圧
が著しく低下した場合

③100ｋVA以上の発電機を駆動する風車の油圧装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧または
電動式制御装置の電源電圧が著しく低下した場合

④2000ｋVA以上の水車発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合

⑤10000ｋWを超える蒸気タービンのスラスト軸受が著しく摩耗し、
またその温度が著しく上昇した場合

⑥１００００ｋVA以上の発電機の内部に故障が生じた場合

・10ｋW以上50kW未満の太陽電池発電設備は小規模事業用電気工作物となる。
・２0kW未満の風力発電設備は小規模事業用電気工作物となる。

扱いは事業用電気設備とほぼ同じ扱いとなるが、電気主任技術者の選任と保安規程の届出は
不要で、基礎情報の届出のみでよい。
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絶縁と接地（１）
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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絶縁と接地（２）
以下の空欄に適切な語句を埋めよ。
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